
パブリックコメント実施後　修正箇所一覧

№ 頁 項目 変更前 変更後

1 表題 改定　八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～ 八尾市はつらつプラン（改定版）～第３次八尾市男女共同参画基本計画～

2 目次 第１章　計画の策定にあたって 第１章　計画の改定にあたって

3 目次 ３　改定プラン策定の目的 ３　改定プラン策定の目的

4 目次 第２章　２　前期計画の目標の評価 第２章　２　前期計画の目標の評価

5 全体 和暦 和暦西暦を併記

6 1 表題 計画の策定にあたって 計画の改定にあたって

7 2 下から6行目 政治分野における男女共同参画推進法 「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」

8 3 下から3行目 展開されています。

展開されてきましたが。令和元（2019）年に、世界経済フォーラムが公表した
「ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）」では、日本の順位は153か国中121位（前
回は149か国中110位）と、世界的にみても低い水準となっており、男女共同
参画のより一層の推進が求められています。

9 3 下から2行目
さらに、令和２（2020）年７月には「第5次男女共同参画基本計画策定に当
たっての基本的な考え⽅（素案）」が示されています。

こうした中、令和2（2020）年12月25日に第5次男女共同参画基本計画が閣議
決定されました。

10 4 上から2行目 「２１世紀をめざす大阪府女性プラン」 「２１世紀をめざす大阪府女性プラン（第２期行動計画）」

11 4 下から7行目 研修等に関する取組 研修等に関する取り組み

12 5 タイトル 改定プラン策定の目的 改定プラン策定の目的

13 5 上から3行目 （計画期間：平成28（2016）～令和７（2025）年度） （計画期間：平成28（2016）年度～令和７（2025）年度）

14 5 下から7行目～

今後、本市では、こうした課題を踏まえ、社会における多様な価値観の尊
重、働き方・暮らし方の改革、男女共同参画のさらなる推進をすすめていくた
めには、アンコンシャスバイアス等の解消、ワーク・ライフ・バランスの実現に
向けて、家庭・地域・企業等のあらゆる場においての課題を解決することが
必要となっています。さらに、

こうした課題を踏まえ、今後本市では、社会における多様な価値観の尊重、
男女共同参画のさらなる推進が求められます。そのため、アンコンシャスバ
イアス等の解消、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、家庭・地域・働く
場といったあらゆる場において課題を解消するとともに、

15 5 上から4行目施策名 計画の理念である 計画の目標である

16 6 上から1行目 このたび、平成28年に策定した このたび、平成28（2016）年に策定した

17 6 上から2行目 参画基本計画～」を見直し、 参画基本計画～」について、

18 7 図表の表題 図表　計画の位置づけ 図表　計画の位置づけ

19 7 図表の計画名 八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～ 八尾市はつらつプラン（改定版）～第３次八尾市男女共同参画基本計画～

20 8 上から1行目 計画期間は令和３年度から令和７年度 計画期間は令和３（2021）年度から令和７（2025）年度

21 8 年表図 令和３年度　令和４年度（中略）令和７年度 令和３（2021）年度　令和４（2022）年度（中略）令和７（2025）年度

22 8 年表図
（改定）　八尾市はつらつプラン～第３次八尾市男女共同参画基本計画～
（2021～2125）

八尾市はつらつプラン（改定版）～第３次八尾市男女共同参画基本計画～
（2021～2125）

23 9 上から2行目 老年人口 高齢者人口

24 9 グラフ項目名称 老年人口 高齢者人口

25 10 タイトル （２）世帯の状況 （２）世帯の推移

26 10 上から1行目 （「夫婦のみの世帯」「親と子どもから成る世帯」）

27 10 上から3行目 （「夫婦のみの世帯」「親と子供から成る世帯」） （「夫婦のみの世帯」「親と子供から成る世帯」）

28 10 図表題 世帯の状況 世帯の推移

29 10
（3）国籍別の外国籍を有する市
民の人数

（グラフの並び順の修正） 平成26（2014）年、平成31（2019）年の順

30 11
（4）女性の年齢別就業率の推
移　グラフ

男性：平成27年(2015)年　及び男性グラフデータ　追加
※労働力状態「不詳」を除く

31 11
（5）女性の年齢別就業率（国・
府比較）グラフ

※労働力状態「不詳」を除く

32 12
（6）女性の年齢別就業率（既
婚・未婚比較）グラフ

※労働力状態「不詳」を除く

33 12
(7)市の審議会、委員会などに
おける女性委員割合の推移

（グラフタイトルの修正） 「市の審議会、委員会などにおける女性委員割合の推移」に修正

34 13 1行目 家庭の役割分担についての現状をみると 家庭での役割分担についての現状をみると

35 13
（8）家庭の役割分担について
の現状

差異があります。
差異があります。また、「子どもの教育としつけをする」「乳幼児の世話をす
る」「高齢の家族の介護をする」といった子育てや介護について、男性の分担
割合が低い傾向があります。

36 15
（11）DV相談件数の推移
上から2行目

なっています。
なっています。なお、令和元年度においては、女性からの相談が272件、男
性からの相談が3件となっています。

37 16 タイトル 前期計画の目標の評価 前期計画の目標の評価

38 16 上から2行目から3行目
数」が目標値を達成しているほか、「市の男性職員の育児休業取得者数及
び部分休業取得者数」は増加

数」及び「市の男性職員の育児休業取得者数及び部分休業取得者数」が目
標値を達成しています。

39 16 3行目から4行目 （追加）
中でも市の男性職員の育児休業の取得期間をみると、令和元（2019）年度で
5日未満が３人、5日以上2週間未満が11人、1月以上3月未満が1人、12月以
上24月未満が1人となっています。

40 16 上から13行目 16.4 16.2

41 17
図表上から4つ目の項目現状
値

36.8 36.6

42 18 上から6行目 令和元年度 令和元（2019）年度

43 18 上から20行目 市内の中学生や高校生からは 市内の中学生（義務教育学校７年生～９年生含む）や高校生からは

44 20 上から9行目 市内の中学生や高校生からは 市内の中学生（義務教育学校７年生～９年生含む）や高校生からは

45 21 上から4行目 30～39歳の女性の就業率は 25～39歳の女性の就業率は

46 22 1行目 昇進・昇給の機会などの男女差別 昇進・昇給の機会などでの男女差別

47 22 タイトルから9行目 また、うつ病等の心の病 また、うつ病等の心の病

48 22 タイトルから12行目 また、新型コロナウイルス感染拡大の中、 さらに、新型コロナウイルス感染拡大の中、

49 22
「基本目標Ⅱ　誰もが安心して
暮らせる社会づくり」についての
課題

また、不妊・不育に悩む方々への支援について課題認識し、男女共同参画
の視点から相談窓口の周知等に努めていくことが必要です。

50 22 タイトルから20行目 基本的人権に係る大きな問題です。また、 基本的人権に係る大きな問題です。また、

51 22 タイトルから21行目 深刻化しやすいことがあげられます。また、 深刻化しやすいことがあげられます。/改行

52 23 1行目～2行目 生活不安・ストレスから 生活不安・ストレスに起因する

53 23 8行目 多くの方がさまざまなかたちでのDVを 多くの方が様々なかたちでのDVを
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54 23 19行目 また、配偶者等からの暴力、 また、配偶者等からの暴力、

55 23 26行目 男女が対等に働いたり、 また、男女が対等に働いたり、

56 23 下から3行目 学齢期を含む若年層からＤＶについての周知に努めるとともに 子どもの頃からＤＶについての周知に努めるとともに・・・

57 23 下から3行目 ＤＶについての周知に努めるとともに ＤＶについての周知や人権教育の充実に努めるとともに

58 25 2行目 介護、障がい、子育て、生活困窮など 生活困窮や介護、介助を必要とする人など

59 26 上から24行目 家庭の場での固定的な性別役割分担意識は 家庭の場での固定的な性別役割分担意識は

60 26 上から30行目 力を入れることについて、 力を入れることについては、

61 27 2行目 「社会通念・慣習・しきたりなどでは」が68.8％、 「社会通念・慣習・しきたりなどでは」が68.8％となっています。また、

62 27 5行目 市内の中学生や高校生からは 市内の中学生（義務教育学校７年生～９年生含む）や高校生からは

63 27 5行目 男女が平等であるという 男女は平等であるという

64 27
「基本目標Ⅲ男女共同参画社
会の実現に向けた意識の醸
成」についての課題

上段：令和元年度調査、下段：平成26年度調査 上段：平成26年度、下段：令和元年度

65 30
１計画の基本理念から
1行目

本市では、平成21（2009）年12月に制定した「八尾市男女共同参画推進条
例」において、次の６つの基本理念を掲げています。本計画は、この基本理
念に基づき、男女共同参画社会の実現に向けた本市の基本的な考え方や
方向性を定めるものです。

66 30 １計画の基本理念から 〈八尾市の男女共同参画推進条例の基本理念〉表追加

67 31 ２計画の目標 （１計画の基本理念　本文）

本計画においては、「八尾市第６次総合計画～八尾新時代しあわせ成長プ
ラン～」を踏まえ、性別に関わりなくすべての人が活躍できる男女共同参画
社会の実現をめざします。
そのため計画の目標は、現計画の目標を尊重し、「誰もが活（い）き活（い）き
と活躍できる共同参画社会へ」とします。男女共同参画社会の実現に向けた
取り組みをすることにより、多様性が尊重され、誰もが自らの選択により人生
を設計することができる社会を実現してまいります。

68 31 ２計画の目標（基本理念の下） そのため、計画の目標は前計画の内容を受け継ぎながら そのため、基本計画の目標は現前計画の内容を受け継ぎながら

69 32
基本目標Ⅲ　誰もが安心して暮
らせる社会づくり
上から3行目

学齢期を含む若年層に対してもデートＤＶの被害者にも加害者にもならない
よう

子どもの頃からデートＤＶの被害者にも加害者にもならないよう・・・

70 33 ３計画の体系 〔基本理念〕 〔計画の目標〕

71 33 ３計画の体系　下から3行目 計画（市町村計画）」として位置づけます。 計画（市町村推進計画）」として位置づけます。

72 34 タイトル上注意書き
※第４章の「取り組み内容」の「担当課」は令和３（２０２１）年４月１日からの
名称を記載しています。

73 34
「１子どもの頃からの男女共同
参画意識の醸成」取り組み2番
目の取り組み内容

保育士・教職員等に男女平等・男女共同参画意識や多様性の理解の促進を
促すとともに

保育士・、教職員等に男女平等・男女共同参画意識や多様性の理解の促進
を図る促すとともに

74 38
「６仕事と子育て・介護等の両
立のための支援」取り組み名3
番目の取り組み内容

仕事と介護の両立の支援の一環として 仕事と介護の両立の支援の一環として

75 40
「９女性の人材育成、「女性活
躍推進法」に基づく取り組みの
実施」取り組み名1番目

女性リーダーの育成・支援
女性リーダーの/改行
育成・支援

76 40
「９女性の人材育成、「女性活
躍推進法」に基づく取り組みの
実施」取り組み名2番目

女性のチャレンジ支援
女性のチャレンジ/改行
支援

77 40

「９女性の人材育成、「女性活
躍推進法」に基づく取り組みの
実施」取り組み2番目取り組み
内容

女性が一歩踏み出すきっかけとなるように、活動を希望する女性の 女性が一歩踏み出すきっかけとなるように、活動を希望する女性の

78 41
「11地域団体における女性の活
躍促進」取り組み内容

固定的な役割分担に基づく 固定的な役割分担意識に基づく

79 43
基本課題８　生涯を通じた健康
への支援　　下から１行目

さらに、予期せぬ妊娠などを防ぐため、性教育の充実を図ります。

80 43
「13生涯を通じた健康の保持・
増進」取り組み2番目取り組み
名

生涯を通じた健康の保持・増進のための普及啓発や健康教育・健康相談・
健康診査等の充実

生涯を通じた健康の保持・増進のための普及啓発や/改行
健康教育・健康相談・健康診査等の充実

81 43
「13生涯を通じた健康の保持・
増進」取り組み1番目取り組み
内容

妊娠、出産などについて自己決定意識を持つよう、性教育の充実と
妊娠、出産などについて自己決定意識を持つよう、全ての人に性教育の充
実と

82 46
「16被害者支援体制の充実」取
り組み3番目取り組み名

緊急時における被害者の安全確保
緊急時における/改行
被害者の安全確保

83 46
「16 被害者支援体制の充実」
取り組み2番目取り組み内容

外国人市民、高齢者、障がいのある人、生活困窮者等の状況に配慮して、
相談に対応します。

外国人市民、高齢者、障がいのある人、生活困窮者等の状況に配慮して、
様々な暴力に関する相談に対応します。

84 46
「16 被害者支援体制の充実」
取り組み3番目取り組み内容

危険があり緊急を要するＤＶ被害者に対して、警察署や配偶者暴力相談支
援センター等との連携のもとで、一時保護につなぐなどの被害者の安全に重
点をおいた支援を行います。

危険があり、緊急を要するＤＶ被害者や性被害者等に対して、警察署や医療
機関、配偶者暴力支援センター等との連携のもとで、一時保護につなぐなど
の被害者の安全に重点を置いた支援を行います。

85 46
「16被害者支援体制の充実」取
り組み6番目取り組み内容

大阪府と府内DVにかかわる 大阪府と府内でDVにかかわる

86 47 上から4行目施策名 「17男女共同参画の視点における防災対策の促進」 「17男女共同参画の視点におけるよる防災対策の促進」

87 48
「18生活困窮者の自立に向け
た支援の充実」取り組み2番目
の取り組み名

ひとり親家庭への支援の充実
ひとり親家庭への/改行
支援の充実

88 50
【改革の数値目標一覧】基本目
標Ⅱ項目1番目

教育・保育給付の確保方策 教育・保育給付の確保方策（２号・３号）

89 50
【改革の数値目標一覧】基本目
標Ⅱ項目上から6番目現状値

36.8 36.6

90 50
【改革の数値目標一覧】基本目
標Ⅱ項目上から4番目目標値

14
ページ下記に文言追加

前年度比増
※２
※２次世代育成支援法に基づく第2次八尾市特定事業主行動計画の目標値

91 51
１庁内の推進体制の充実
上から6行目

「男女共同参画推進員」を配置し、市政のあらゆる分野 「男女共同参画推進員」を配置し、引き続き市政のあらゆる分野

92 51
２市民、事業者等との連携
1行目

本計画は、市と市民、学校、事業、団体などが 本計画は、市と市民、学校、事業者、団体などが

パブコメ実施結果より修正


